
恋愛詐欺にご注意を！

近年、恋愛や結婚をするつもりがないのに相手に恋愛感情を芽

生えさせ、肉体関係をもったり、金銭を奪い取ったりする恋愛

詐欺が多発しています。マッチングアプリ等で出会った場合、

相手の個人情報が乏しく、弁護士が介入しても、返金を求める

ことが難しい可能性もあります。本教材では、恋愛詐欺の事例

や、違法性についてご紹介します。
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１.恋愛詐欺によるトラブル発生事例

恋愛詐欺によるトラブルは多く、逮捕事例もあります。

恋愛詐欺で逮捕された事例についていくつかご紹介します。

2018年には、45歳無職の男性が有名国立大の教師と身分を偽り、

求婚した後に、投資やトラブル解決目的で約930万円を被害者女

性からだまし取ったとして逮捕されています。(参考：産経ニュース)。

また、 マッチングアプリで知り合った男性にクレジットカード2枚を預

けてしまい、総額約1200万円を騙し取られた事例も発生しています。

(参考：FNNプライムオンライン)。

上記のような身分を偽り、結婚をするつもりがないのに結婚をちら

つかせ、金銭を騙し取る行為は、刑法246条で定められている詐欺

罪に該当する可能性が高いです。

少しでも、身に覚えがある場合は、最寄りの警察の相談窓口や

弁護士への相談をお勧めします。

https://www.sankei.com/affairs/news/200723/afr2007230007-n1.html
https://www.fnn.jp/articles/-/83481


２.恋愛詐欺の違法性とは(詐欺罪)

恋愛詐欺は刑法上の詐欺罪と民法上の不法行為（貞操権の

侵害）に該当する可能性があります。

刑法246条にて、詐欺罪について以下のように定められています。

条文にも記載されている通り、詐欺罪が適用された場合、10年以

下の懲役が課されます。

将来的に結婚を期待させる発言や行為をし、そのうえで金銭の交

付を求める行為があれば、詐欺罪の成立する構成要件の1つであ

る欺罔行為が認めらる可能性があります。

欺罔行為により、結婚することが確実であると誤認した被害者が、

相手を信頼して、一定の金銭を渡した事実があり、 欺罔行為と被

害者の錯誤及び金銭の受け渡しの間に因果関係があると認めら

れれば、詐欺罪が成立します。

（詐欺）

第二百四十六条

1 、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

２、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。

引用：刑事法第二百四十六条

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358AC1000000032#110


２ .個人間融資の違法性とは

貞操権とは、分かりやすく言えば、自分の性的な権利です。

この貞操権を侵害された場合、慰謝料を支払う等の賠償責任を負

うことが、民法709条、710条にて定められています。

例えば、以下のような場合貞操権の侵害に該当すると考えられます。

・既婚者であることを隠して性的な関係を持った

・結婚するつもりがないのに、結婚をちらつかせ、性的関係を持った

慰謝料請求が認められるかどうかは、様々な事情を考慮の上、決定

されます。

しかし、恋愛詐欺の加害者には、貞操権の侵害が認められる可能

性があることを知っておくことは重要です。

２.恋愛詐欺の違法性とは(貞操権侵害)

（不法行為による損害賠償）
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した
者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

（財産以外の損害の賠償）

第七百十条

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した
場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者
は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

引用：民法第七百九条、七百十条

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=358AC1000000032#110


２ .個人間融資の違法性とは

恋愛詐欺では、交際を持ち掛けることで、信頼関係を構築し、以下の

ような、結婚をほのめかすような発言や行為によって、「将来的にはこ

の人と結婚できるんだ。」と被害者に想像させます。

・「結婚したら、○○しような。」等の発言

・両親と面会させる。

・結婚式場の下見等を行う。

等

上記のような発言・行為によって、信頼を獲得した後に、金銭を要求し

てくることがあります。

このような巧みな手口に、騙されないためにも、仮に自身が相手との

結婚を確信していたとしても、容易に金銭の要求に応じない姿勢を忘

れないことが重要です。

３. 容易に金銭要求に応じない

              

               

              

            

                    

                


